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都市ガス小売全面自由化の実効性の確保に向けた処方箋（Ⅱ） 

平成30年5月8日	

社会保障経済研究所	代表	

石	 川	 和	 男	

課題１：４大都市圏以外では家庭用の選択肢は無い。 

課題２：都市ガス世帯の約１／４には供給者の選択肢は無い。 

↓	

(1) 全国47都道府県の都市ガス事業者（203社）のうち、家庭需要家に選択肢が無い

のは31道県・178社。転換件数は、都市ガス世帯の2.7％程度。

(2) 新規参入のある地方での転換率は、関東 1.6％、中部・北陸 4.3％、近畿 4.9％、

九州・沖縄3.2％。（北海道、東北、中国・四国ではゼロ。）

(3) 家庭向け新規参入（14社）のある地域での転換率は、関東2.0％、中京4.9％、

関西5.1％、福岡6.4％。（その他ではゼロ。）

↓	

① 家庭向け新規参入は、大手４大都市ガス会社圏に集中。

② 家庭の選択肢は、多くの政令指定都市・中核市・特例市を含め、地方では全く拡

大されておらず、自由化の恩恵は及んでいない。

③ そんな状況下で、料金規制は194社で撤廃。これは非常に危険な状態。

注：別添Ａ３資料は、平成28年ガス事業年報、ガス事業便覧、経済産業省資料から筆者が作成。家	

	 	 庭需要家数には選択約款を含む。転換数は今年３月の経産省データより。	

資料１－２
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	 ↓	

	

	 以上に掲げた諸課題を解決すべく、保安確保や取引適正化を前提としつつ、都市ガ

ス事業への新規参入を促す施策として、前回（4 月 13 日）、以下の（１）〜（５）に

掲げる処方箋を提示。	

 

 

(1) 輸入ＬＮＧ（ガス製造）基地の利用の推進 
・・・①輸入ＬＮＧ基地について、明快な『利用約款』の作成義務付け、②電力・ガ

ス取引監視等委員会（監視委）による基地利用に関する紛争処理の迅速化、調停・斡

旋特別委の機動的活用など。	

	

	

 (2) ガス託送料金の低減 

・・・①例えば今回の自由化後３年が過ぎても新規参入のない事業者について、監視

委が全ての導管事業者の原価項目の再審査を順次実施、②家庭向け少量需要に係るガ

ス託送料金を内部補助（暖房など多消費部分からの補填）による廉価で設定など。	

	

	

(3) 集合住宅などの「一括受ガス」取引と「ガス卸」の促進 

・・・①託送が可能な導管事業者はガス卸申込みを適正価格で受諾するとともに、卸交

渉難航時、調停・斡旋特別委への申請を勧告、②一括受ガス形態に『ワンタッチ供給形

態』の援用、建物引込み卸ガスメーター設置・建物一括供給託送約款料金に係る諸規定

の整備など。（特に、一括受ガスに関しては、次頁の通り即応が可能。）	

	

	

(4) 二重導管規制と熱量調整 
・・・①都市ガスについて、「標準熱量制」から「熱量バンド制」への変更、②中小

ローリー卸受の都市ガス事業者には未熱調化を先験的に実施し、段階的に大手都市ガ

ス事業者に拡大。	

	

	

(5) 保安規制面での制約の解消 
・・・異種ガス事業間の保安規制の不整合を解消するために、ガス事業法や液	

化石油ガス法などガス保安関連法を一元化した“ガス安全法制”の整備。	

	 	



3 
 

「一括受ガス」について 
	
	
	 「一括受ガス」は、新築での電気・通信一括販売や集合住宅でのＬＰガ	
ス供給からの一棟転換での需要開拓に効果的。今回の自由化以前から電	
力・石油・ＬＰガス会社などによる新規参入ニーズは相当あった。	
	
	 因みに、	
  (1) 「電気の一括受電」は、電力小売自由化以前から認められていた。 
  (2) 「ＬＰガスの一括受ガス」は、当初から認められていた。 
	
	 今回の自由化で、「都市ガスの一括受ガス」は、“需要家の選択制限”や
“戸別メーター保安面での懸念”といった否定的意見により、“需要家ニ
ーズを踏まえ今後の課題”として先送り。	
	
	 しかし実際には、業務用などで「都市ガスの一括受ガス」物件が相当数
存在しているのが実態。これは即ち、都市ガス会社による“需要場所に関
する恣意的な運用・解釈”であり、違法状態（監視委の不作為）の長期継
続。《資料１》	
	
	 とは言え、事故など安全上の支障や、料金面での苦情が出された形跡は
ない。	
	
	☆	霞が関官庁街では、食堂（職員向け福利厚生施設と解釈。職員以外の	
	 利用も可）の運営事業者が使用する厨房機器での使用など類似物件あり。	
	 	 これは“非公表の拡大解釈”であり、実態的には、その厨房機器は庁	
	 内暖房との一括受ガスの形。他の民間施設では公平な解釈適用がされて	 	
	 いない可能性もあり、一括受ガスの運用は非常に不透明。《資料１》	
	
	 経済産業省は、一括受電について、“需要家の選択制限”との懸念に拘
らず、	
	 	①今回の自由化法の検討過程で一括受電を全く否定せず。	
	 	②今回の自由化の成果である電力供給者の切替え（スイッチング）の	
	 	 データに一括受電を算入。	
	 	③今回の自由化による動向として一括受電を肯定的に評価。《資料２》	
	
	
 「都市ガスの一括受ガス」に関して、経済産業省が懸念点として挙げて
いるものについては、それぞれ次の①〜③の通りであって、当方が提案す
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る規制改革を実施しても何ら問題はない。 
 
① 保安規制については、前頁（３）で掲げたような制度改正か、ＬＰガ 
 ス保安規制と同等の規制への改正で対応は可能。 
  
② 託送コストについては、現在までの違法状態下での一括受ガス形態で  
  苦情は出ていないので、これを継続することで問題は出ないはず。なお、   
  託送以外のコスト低減努力もあり、自由化後に行政側が口出す部分では 
  ない。 
 
③ 需要家の選択制限については、一括受電が肯定的に捉えられているこ 
  とや、電力・ガスなど総合エネルギー企業の育成という今回の電力・ガ 
  スシステム改革の一趣旨に鑑みれば、行政側が問題視するのは政策的矛 
  盾。（電力とガスのイコールフッティング論も既出。《資料３》） 
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《資料１》	

2016.9.2	電力・ガス取引等監視委員会	第10回	制度設計専門会合提出資料	

「都市ガス市場における競争環境整備について」(東京電力エナジーパートナー・中部電力・関西電力)	
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《資料２》	

2017.12.20	資源エネルギー庁「電力小売全面自由化の進捗状況」 

	

	

《資料３》	

2018.4.20	内閣府・消費者委員会	第44回公共料金等専門調査会「ガス小売全面自由化の課題と対策」	

	


